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令
和
三
年
三
月
二
十
三
日 

内
閣
総
理
大
臣 

菅

 

義

偉 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
大

島

理

森 
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衆
議
院
議
員
屋
良
朝
博
君
提
出
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
等
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
屋
良
朝
博
君
提
出
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
等
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
（
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
市
町
村
補
助
金
及
び
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
民
間
補
助

金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
沖
縄
振
興
特
別
推
進
交
付
金
を
補
完
し
、
内
閣
府
が
沖
縄
県
内
の
市
町
村
等
（
以
下
「
市

町
村
等
」
と
い
う
。
）
と
直
接
、
速
や
か
な
調
整
を
図
る
こ
と
を
通
じ
て
、
市
町
村
等
の
意
向
を
踏
ま
え
政
策
課
題
に
迅
速

か
つ
柔
軟
に
対
応
す
る
た
め
の
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
市
町

村
等
に
対
し
、
よ
り
的
確
か
つ
効
果
的
な
支
援
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
創
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
補
助
対
象
事

業
等
の
事
業
期
間
が
複
数
年
度
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
も
、
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
で
継
続
的
に
対
応
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
交
付
先
の
市
町
村
等
に
お
い
て
、
予
見
可
能
性
を
も
っ
て
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

先
の
答
弁
書
（
令
和
三
年
三
月
五
日
内
閣
衆
質
二
〇
四
第
五
二
号
。
以
下
「
第
二
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
二
及
び
四
の

後
段
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
が
市
町
村
等
と
直
接
、
調
整
を
図

る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
「
県
を
通
じ
た
場
合
」
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
該
場
合
に
お
い
て
要
す
る
期



 

２ 

 

間
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
「
迅
速
化
で
き
た
具
体
的
な
期
間
」
に
つ
い
て
お

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
、
「
県
を
通
じ
た
場
合
」
に
お
い
て
は
、
沖
縄
県
に
お
け
る
処
理
期
間

が
新
た
に
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
同
府
が
市
町
村
等
と
直
接
、
調
整
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
場
合
よ
り
も
一
定
程

度
迅
速
に
対
応
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

第
二
回
答
弁
書
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
令
和
元
年
度
に
お
け
る
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
の
執
行
実
績
」
と
は
、
沖

縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
に
つ
い
て
、
令
和
元
年
度
の
当
初
予
算
額
の
大
部
分
を
交
付
決
定
し
て
い
た
実
績
を
指
す
も
の
で

あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
勘
案
し
て
令
和
二
年
度
に
お
け
る
新
規
事
業
に
要
す
る
経
費
の
所
要
額
を
積
算
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

「
予
算
額
を
増
額
す
る
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

市
町
村
等
に
対
す
る
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
の
交
付
決
定
額
に
つ
い
て
は
、
年
度
途
中
に
生
じ
た
政
策
課
題
の
有
無

や
、
当
該
政
策
課
題
へ
の
市
町
村
等
の
対
応
方
針
に
応
じ
て
変
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
割
合
」
が
市
町

村
等
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 



 

３ 

 

五
に
つ
い
て 

 
 

沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
に
つ
い
て
、
令
和
元
年
度
に
お
け
る
①
繰
越
額
（
翌
年
度
繰
越
額
を
い
う
。
）
及
び
②
繰
越

し
の
理
由
を
事
業
ご
と
に
お
示
し
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

沖
縄
ア
リ
ー
ナ
整
備
事
業 

①
約
二
十
一
億
六
千
二
百
万
円 

②
台
風
の
影
響
に
よ
っ
て
資
材
搬
入
が
停
滞
し
た
こ
と
等

に
よ
る
工
事
の
遅
延 

 
 

「
お
き
な
わ
の
歴
史
・
文
化
体
験
」
関
連
施
設
整
備
事
業
（
現
代
版
組
踊
の
体
験
・
発
信
拠
点
） 

①
約
三
億
三
千
二
百

万
円 

②
擁
壁
の
構
造
、
形
状
等
の
検
討
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
に
よ
る
工
事
の
遅
延 

 
 

沖
縄
の
食
の
魅
力
発
信
拠
点
整
備
事
業 
①
約
二
億
六
千
百
万
円 

②
入
札
不
調
等
に
よ
る
工
事
の
遅
延 

 
 

「
お
き
な
わ
の
歴
史
・
文
化
体
験
」
関
連
施
設
整
備
事
業
（
エ
イ
サ
ー
の
体
験
・
発
信
拠
点
） 

①
約
七
千
三
百
万
円 

②
関
係
機
関
と
の
調
整
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
に
よ
る
工
事
の
遅
延 

 
 

「
古
琉
球
」
関
連
施
設
整
備
事
業
（
浦
添
城
跡
・
伊
祖
城
跡
周
辺
地
域
） 

①
約
二
千
三
百
万
円 

②
関
係
機
関
と
の
調

整
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
に
よ
る
設
計
及
び
工
事
の
遅
延 

 
 

「
古
琉
球
・
近
世
琉
球
」
周
遊
促
進
事
業 

①
約
千
九
百
万
円 

②
関
係
機
関
と
の
調
整
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
に
よ
る



 

４ 

 

周
遊
ル
ー
ト
の
設
定
等
の
遅
延 

 
 

「
お
き
な
わ
の
歴
史
・
文
化
体
験
」
周
遊
促
進
事
業 

①
約
千
五
百
万
円 

②
関
係
機
関
と
の
調
整
に
時
間
を
要
し
た
こ

と
に
よ
る
周
遊
ル
ー
ト
の
設
定
等
の
遅
延 

 
 

「
古
琉
球
」
関
連
施
設
整
備
事
業
（
染
物
・
織
物
の
体
験
・
発
信
拠
点
） 

①
約
七
百
万
円 

②
関
係
機
関
と
の
調
整
に

時
間
を
要
し
た
こ
と
に
よ
る
用
地
取
得
の
遅
延 

 
 

「
古
琉
球
」
関
連
施
設
整
備
事
業
（
首
里
城
公
園
周
辺
地
域
） 

①
約
七
百
万
円 

②
関
係
機
関
と
の
調
整
に
時
間
を
要

し
た
こ
と
に
よ
る
設
計
の
遅
延 

 
 

「
や
ん
ば
る
の
歴
史
・
文
化
」
関
連
施
設
整
備
事
業
（
名
護
漁
港
水
産
物
直
売
所
周
辺
地
域
） 

①
六
百
万
円 

②
関
係

機
関
と
の
調
整
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
に
よ
る
設
計
の
遅
延 

 
 

「
近
世
琉
球
」
関
連
施
設
整
備
事
業
（
首
里
城
公
園
周
辺
地
域
） 

①
約
五
百
万
円 

②
関
係
機
関
と
の
調
整
に
時
間
を

要
し
た
こ
と
に
よ
る
設
計
の
遅
延 

 
 

「
や
ん
ば
る
の
歴
史
・
文
化
・
自
然
」
周
遊
促
進
事
業 

①
約
五
百
万
円 

②
関
係
機
関
と
の
調
整
に
時
間
を
要
し
た
こ

と
に
よ
る
周
遊
ル
ー
ト
の
設
定
等
の
遅
延 



 

５ 

 

 
 

「
や
ん
ば
る
の
歴
史
・
文
化
」
関
連
施
設
整
備
事
業
（
今
帰
仁
城
跡
周
辺
地
域
） 

①
約
四
百
万
円 

②
関
係
機
関
と
の

調
整
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
に
よ
る
工
事
の
遅
延 

 
 

「
や
ん
ば
る
の
自
然
」
関
連
施
設
整
備
事
業
（
や
ん
ば
る
学
び
の
森
周
辺
地
域
） 

①
約
四
百
万
円 

②
関
係
機
関
と
の

調
整
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
に
よ
る
設
計
及
び
工
事
の
遅
延 

 
 

「
や
ん
ば
る
の
自
然
」
関
連
施
設
整
備
事
業
（
ネ
オ
パ
ー
ク
オ
キ
ナ
ワ
周
辺
地
域
） 

①
約
四
百
万
円 

②
関
係
機
関
と

の
調
整
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
に
よ
る
設
計
及
び
工
事
の
遅
延 

 
 

「
や
ん
ば
る
の
自
然
」
関
連
施
設
整
備
事
業
（
真
栄
田
岬
・
ナ
ビ
ー
ビ
ー
チ
周
辺
地
域
） 

①
約
二
百
万
円 

②
関
係
機

関
と
の
調
整
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
に
よ
る
工
事
の
遅
延 

 
 

「
や
ん
ば
る
の
歴
史
・
文
化
」
関
連
施
設
整
備
事
業
（
伊
江
島
蒸
留
所
周
辺
地
域
） 

①
約
百
万
円 

②
関
係
機
関
と
の

調
整
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
に
よ
る
工
事
の
遅
延 

六
に
つ
い
て 

 
 

沖
縄
ア
リ
ー
ナ
に
つ
い
て
は
、
住
民
の
健
康
増
進
や
交
流
の
拠
点
と
し
て
、
地
域
の
活
性
化
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
と

考
え
て
お
り
、
そ
の
工
事
に
つ
い
て
、
総
事
業
費
は
約
百
六
十
九
億
千
八
百
万
円
、
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
の
令
和
三



 

６ 

 

年
三
月
十
七
日
ま
で
の
累
計
の
交
付
決
定
額
（
以
下
「
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
の
交
付
決
定
額
」
と
い
う
。
）
は
約
三

十
三
億
二
千
二
百
万
円
、
総
事
業
費
に
占
め
る
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
の
交
付
決
定
額
の
割
合
は
約
十
九
・
六
パ
ー
セ

ン
ト
、
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
を
除
く
補
助
金
等
の
同
日
ま
で
の
累
計
の
交
付
決
定
額
（
以
下
「
他
の
補
助
金
等
の
交

付
決
定
額
」
と
い
う
。
）
は
約
百
九
億
四
百
万
円
、
総
事
業
費
に
占
め
る
他
の
補
助
金
等
の
交
付
決
定
額
の
割
合
は
約
六
十

四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
他
の
補
助
金
等
の
交
付
決
定
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
て
が
再
編
推
進
事
業
補
助
金
に
係
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
沖
縄
県
内
企
業
の
受
注
額
及
び
県
外
企
業
の
受
注
額
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
に
お
い
て
は
把
握
し
て
お
ら
ず
、

か
つ
、
調
査
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
に
つ
い
て
は
、
第
二
回
答
弁
書
七
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
平
成
三
十
年
度
の
事
例
に
お
い

て
、
臨
機
応
変
な
財
源
の
捻
出
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
等
を
参
考
に
し
つ
つ
、
令
和
元
年
度
予
算
に
お
い
て
創
設
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
事
例
に
お
い
て
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
の
交
付
決
定
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
こ
の
よ

う
な
経
緯
に
照
ら
せ
ば
、
「
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
と
し
て
は
適
切
で
は
な
い
」
と
の



 

７ 

 

御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

当
該
事
例
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
に
お
け
る
既
存
の
事
業
に
よ
っ
て
、
可
能
な
範
囲
内
で
地
元
自
治
体
の
支
援
に
努
め
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。 


